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２０２４年３月１３日 

 

退職共済契約者    様 

（施設・団体長） 

福利協会事務ご担当者 様 

 

公益財団法人神奈川県福利協会 

 

2024 年度より退職共済制度新規加入の確認を中止します。 

 

日頃当協会事業について、ご理解ご協力いただきありがとうございます 

既にお知らせしておりますが、再度お知らせいたします。 

2017(平成 30)年４月１日の退職共済規程改正（掛金停止年齢の設定）により、加入

時の年齢から掛金停止までの納付期間が短くなる方に対して、登録前に加入の確認を行

っていましたが、２０２４年度より中止します。 

 ひき続き、新規に加入される職員の方へ、新規加入通知書裏面に掲載の「福利協会へ

加入される方へ」をご説明のうえ、お手続きをお願いいたします。 

  

 

  

 

＜参考＞退職共済規程 抜粋 

   （掛金停止年齢の設定等） 

   第５条の２ 加入者の年齢が満６５歳に達した年度の翌年度４月から、掛金の納入を停

止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再通知 



＜参考＞ 新規加入通知書 裏面 


